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「 訪問介護」 と は、 訪問介護員等（ ※） が、 利用者（ 要介護者） の居宅を訪問し、 入浴・ 排せつ・ 食
事等の介護、 調理・ 洗濯・ 掃除等の家事等を提供するものをいう 。

※「 訪問介護員等」
介護福祉士、 実務者研修修了者（ 450h） 、 介護職員初任者研修修了者（ 130h） 、
生活援助従事者研修修了者（ 59h・ 生活援助中心型のみ提供可能） 、
居宅介護又は重度訪問介護を提供している者（ 共生型サービスのみ提供可能） 、
旧介護職員基礎研修修了者（ 500h） 、 旧訪問介護員1級課程修了者（ 230h） 、
又は旧訪問介護員2級課程修了者（ 130h） をいう 。

定義

「 訪問介護」 は、 その行為の内容に応じ 、 次の３ 類型に区分さ れる。

① 身体介護 ≫ 利用者の身体に直接接触して行われるサービス等
（ 例： 入浴介助、 排せつ介助、 食事介助 等）

② 生活援助 ≫ 身体介護以外で、 利用者が日常生活を営むこ と を支援するサービス
（ 例： 調理、 洗濯、 掃除 等）

③ 通院等乗降介助 ≫ 通院等のための乗車又は降車の介助（ 乗車前・ 降車後の移動介
助等の一連のサービス行為を含む）

訪問介護のサービス類型

訪問介護の概要
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資料１

厚生労働省　第220回社会保障審議会介護給付費分科会　資料１（令和５年７月24日）より



介護報酬について 
 

〇 報酬・価格の決まり方  
訪問介護従事者等の賃金の原資は報酬・価格制度によるところが大きく、その報酬・価格の決まり方は次のとおりである。

介護報酬においては、単位数の設定に当たり人件費に係る具体的な基準は設けていない。 
 
また、労働者への分配率や個別の労働者の賃金は当該事業所において決まることが基本であり、例外的に処遇改善加算等

による加算分については労働者への分配等が制度上定められている。 
 
介護報酬は、実態調査で把握される施設や在宅サービスの類型ごとの収支状況等を踏まえ、その提供に要する平均的な費

用の額等を勘案して、原則３年ごとに報酬を決定する。 
 

 
 
 
 

厚生労働省 第 30 回社会保障審議会 参考資料 1－1 （令和４年１月 20 日）より抜粋 
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資料３

厚生労働省　第239回社会保障審議会介護給付費分科会　参考資料５ （令和６年１月22日）より



訪問介護 基本報酬

単位数 ※以下の単位数はすべて１回あたり

＜現行＞ ＜改定後＞

身体介護 20分未満 167単位 163単位
20分以上30分未満 250単位 244単位
30分以上１時間未満 396単位 387単位
１時間以上１時間30分未満 579単位 567単位
以降30分を増すごとに算定 84単位 82単位

生活援助 20分以上45分未満 183単位 179単位
45分以上 225単位 220単位
身体介護に引き続き生活援助を行った場合 67単位 65単位

通院等乗降介助 99単位 97単位

※訪問介護については、処遇改善加算について、今回の改定で高い加算率としており、賃金体系等の整
備、一定の月額賃金配分等により、まずは14.5%から、経験技能のある職員等の配置による最大24.5％ま
で、取得できるように設定している。
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資料４

厚生労働省　第239回社会保障審議会介護給付費分科会　参考資料１ （令和６年１月22日）を一部加工

<第８期計画> <第９期計画>



３.（１）① 介護職員の処遇改善①

概要
○ 介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへと確実につながるよう

加算率の引上げを行う。
○ 介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進

する観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算につい
て、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。
※ 一本化後の加算については、事業所内での柔軟な職種間配分を認める。また、人材確保に向けてより効果的な

要件とする等の観点から、月額賃金の改善に関する要件及び職場環境等要件を見直す。 【告示改正】

【訪問介護☆、訪問入浴介護★、通所介護☆、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテー
ション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、定期
巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護★、認知症対応型共同生活介護★、看護小規模
多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院】

単位数
サービス区分 介護職員等処遇改善加算

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
訪問介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 24.5% 22.4% 18.2% 14.5%
訪問入浴介護★ 10.0% 9.4% 7.9% 6.3%
通所介護・地域密着型通所介護 9.2% 9.0% 8.0% 6.4%
通所リハビリテーション★ 8.6% 8.3% 6.6% 5.3%
特定施設入居者生活介護★・地域密着型特定施設入居者生活介護 12.8% 12.2% 11.0% 8.8%
認知症対応型通所介護★ 18.1% 17.4% 15.0% 12.2%
小規模多機能型居宅介護★・看護小規模多機能型居宅介護 14.9% 14.6% 13.4% 10.6%
認知症対応型共同生活介護★ 18.6% 17.8% 15.5% 12.5%
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設・短期入所生活介護★ 14.0% 13.6% 11.3% 9.0%
介護老人保健施設・短期入所療養介護 （介護老人保健施設）★ 7.5% 7.1% 5.4% 4.4%
介護医療院・短期入所療養介護 （介護医療院）★・短期入所療養介護（病院等)★ 5.1% 4.7% 3.6% 2.9%

※介護職員等処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に以下の加算率を乗じる。加算率はサービス毎の介護
職員の常勤換算職員数に基づき設定。

（注）令和６年度末までの経過措置期間を設け、経過措置期間中は、現行の３加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改
定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置を講じる。
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厚生労働省　第239回社会保障審議会介護給付費分科会　参考資料１ （令和６年１月22日）より



加算・減算名称 算定事業所数 算定率
［市内請求事業所数（332事業所）に対する算定事業所］

内、介護職員等処遇改善加算 ※１ 301 90.7%

内、同一建物減算 ※2 71 21.4%

川崎市の訪問介護の加算・減算算定状況

※１ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） ~（Ⅲ）の合計（令和６年５月提供分） 

※２ 同一建物減算１（10％）、２（15％） の合計 （令和６年５月提供分）
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基本報酬の見直し

概要

○ 改定率については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状況の違いも踏まえた
メリハリのある対応を行うことで、全体で＋１．５９％を確保。そのうち、介護職員の処遇改善分＋０．９８％、
その他の改定率として、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として＋０．６１％。

○ これを踏まえて、介護職員以外の賃上げが可能となるよう、各サービスの経営状況にも配慮しつつ＋０．６１％
の改定財源について、基本報酬に配分する。

令和６年度介護報酬改定に関する「大臣折衝事項」（令和５年12月20日）（抄）

令和６年度介護報酬改定については、介護現場で働く方々の処遇改善を着実に行いつつ、サービス毎の経営状
況の違いも踏まえたメリハリのある対応を行うことで、改定率は全体で＋1.59％（国費432億円）とする。具体的
には以下の点を踏まえた対応を行う。

・ 介護職員の処遇改善分として、上記＋1.59％のうち＋0.98％を措置する（介護職員の処遇改善分は令和６年６月
施行）。その上で、賃上げ税制を活用しつつ、介護職員以外の処遇改善を実現できる水準として、＋0.61％を措置
する。

・ このほか、改定率の外枠として、処遇改善加算の一本化による賃上げ効果や、光熱水費の基準費用額の増額によ
る介護施設の増収効果が見込まれ、これらを加えると、＋0.45％相当の改定となる。

・ 既存の加算の一本化による新たな処遇改善加算の創設に当たっては、今般新たに追加措置する処遇改善分を活用
し、介護現場で働く方々にとって、令和６年度に2.5％、令和７年度に2.0％のベースアップへと確実につながるよ
う、配分方法の工夫を行う。あわせて、今回の改定が、介護職員の処遇改善に与える効果について、実態を把握す
る。

・ 今回の報酬改定では、処遇改善分について２年分を措置し、３年目の対応については、上記の実態把握を通じた
処遇改善の実施状況等や財源とあわせて令和８年度予算編成過程で検討する。

告示改正
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厚生労働省　第239回社会保障審議会介護給付費分科会　資料１ （令和６年１月22日）より



R1 R2 R3 R4 R5

全職種 335.6 330.6 334.8 340.1 346.7

訪問介護従事者 240.3 260.2 267.5 260.8 284.1

全職種と訪問介護従事者の差分 95.3 70.4 67.3 79.3 62.6
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厚生労働省 賃金構造基本統計調査（R1〜R5）より抜粋

（単位 千円）

全職種

差分
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訪問介護の請求事業所数
全国

※請求事業所数には、月遅れ請求分及び区分不詳を含む。

※介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業は含まない。

出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年４月審査分）抜粋

川崎市

※各年４月審査から翌年３月審査までの間に請求した事業所の数。
※介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業は含まない。
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厚生労働省　第220回社会保障審議会介護給付費分科会　資料１（令和５年７月24日）より抜粋



訪問介護の費用額
全国

川崎市

※費用額とは審査月に原審査で決定された額であり、保険給付額、公費負担額及び利用者負担額（公費の本人負担額)の合計額。
※介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業は含まない。
出典：厚生労働省「介護給付費等実態統計（旧：調査）」（各年５月審査分～翌年４月審査分）抜粋
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（２）介護職員の職種別の人手不足感

（人手が不足している事業所の割合）（％）

資料出所：
（ １ ） 厚生労働省「 職業安定業務統計」 をも と に厚生労働省老健局認知症施策・ 地域介護推進課にて作成。
（ 注１ ） パート タイムを含む常用の値。
（ 注２ ） 平成23年改定「 厚生労働省編職業分類」 に基づく 、 以下の職業分類区分の合計。 施設介護員： 「 361 施設介護員」 、 訪問介護職： 「 362 訪問介護職」 。
（ 注３ ） 有効求人倍率を算出するための求職者の数値について、 集計上、 一部の小分類において実態より 値が小さ く なるこ と があり 、 留意が必要。

（ ２ ） （ 公財） 介護労働安定センター「 令和３ 年度 介護労働実態調査」 からデータを抜粋して作成。

訪問介護員の人手不足の現状

○ 介護サービス職員の有効求人倍率をみると 、 施設介護職員と 比較して、 訪問介護員の有効求人倍率が高く なってお
り 、 2022年度時点で15.53倍と なっている。

○ 職種別の介護労働者の人手不足感をみると 、 約８ 割の事業所が、 訪問介護員の不足を感じている。
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